
1101-001 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 
市長、教育委員会、選
挙管理員会、水道事業
管理者、消防長 

届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称 借地借家をしようとする所属部署またはしている所属部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S25.5.3 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 借地借家契約事務 

事 務 の 目 的 借地借家の契約の締結、変更及び更新、賃借料の支払い、賃借料の見直し。 

事 務 の 概 要 

借地借家しようとする担当部署が土地及び建築物の登記事項証明書を法務局から収集す
る。担当部署が借地借家の交渉をして成立後に土地賃貸借契約書を締結する。所有者に
賃借料を支払う。借地の近傍宅地の固定資産税額を課税課から収集し著しい変動が生じ
た場合に賃借料を見直す。所有者が変更した場合は承継した者または法務局から登記事
項証明書を収集し名義変更を確認し賃貸借変更契約を締結する。賃貸借期間終了後も借
地借家する場合は賃貸借更新契約を締結する。所有者が死亡し相続に時間を要する場合
は、相続権のある者の総意で代表者を決定し、相続が完了するまで代表者が賃借料を受
領することを記載した書面及び相続権のある者の氏名・住所を署名、押印した同意書を
市に提出する。また、所有者が賃借料の受領を拒否する場合、法務局へ供託を手続し市に
供託書が届いてから、契約を締結した者に供託したことを通知し賃借料を支払う。 

対 象 者 借地借家しようとする土地及び建築物の所有者、相続権のある者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 ■ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （課税課                ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（法務局          ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



1101-002 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 
市長、教育委員会、水
道事業管理者、消防長 

届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称 貸地貸家をしようとする所属部署またはしている所属部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S25.5.3 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 貸地貸家契約事務 

事 務 の 目 的 市が所有する土地及び建築物の貸付の契約の締結、変更及び更新。 

事 務 の 概 要 

市が所有する土地及び建築物を借り受けようとする者からの申請を受ける。審査し賃貸
借契約を締結する。契約を更新しようとする場合は契約期間が終了するまでに申請を受
け契約を更新する。借受人が変更した場合は承継した者と賃貸借契約を締結する。借受
人所有の建築物がある場合は承継した者または法務局から登記事項証明書を収集し、承
継した者に名義変更されたことを確認してから賃貸借変更契約を締結する。 
所有者が死亡し相続に時間を要する場合は、相続権のある者の代表者が承継することを
記載した書面及び相続権のある者の氏名・住所を署名、押印した同意書を市に提出する。 
また、普通財産を無償または時価よりも低い価額で貸し付けようとする場合、条例に定
めがある場合は告示してから契約の締結、変更及び更新を締結する。条例に定めがない
ときは議会の議決を得て、告示してから契約の締結、変更及び更新を締結する。 

対 象 者 市が所有する土地及び建築物を借り受けようとする者、相続権のある者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（法務局          ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 



 



1101-003 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 
市長、教育委員会、水
道事業管理者、消防長 

届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称 財産を所管する部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S44以前 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 財産の使用許可事務 

事 務 の 目 的 財産使用許可申請の審査、許可、変更、更新、使用料の徴収。 

事 務 の 概 要 
財産使用許可申請書の提出を受け、要件の審査をし、許可書を交付する。変更、更新の場
合も同様にする。使用料は使用許可後に納付書及び請求書を発行し徴収する。 

対 象 者 行政財産使用許可申請者、関連土地所有者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



1101-004 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S44以前 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 普通財産の譲渡及び交換事務 

事 務 の 目 的 普通財産を譲渡及び交換することにより、土地の有効活用を図る。 

事 務 の 概 要 

普通財産の譲渡は、職員で構成する野田市財産処分審査委員会で決定した最低処分価格、
処分代金の納入方法で公告し一般競争入札を行う。 
入札に参加しようとする者または代理人が申込書に委任状、申立書、本籍地の市区町村
が発行した身分証明書を提出し、入札保証金を納入する。入札に参加した者の前で開札
し、参加者名、入札額を口頭で読み上げ落札者を決定する。落札者は、市有財産譲渡申請
書に住民票を添付し提出し土地売買契約書を締結する。辞退者、落札できなかった者に
は入札保証金を申込書に記載された振込先口座に返金する。落札者は入札保証金を契約
金に充当し残額を納入する。 
また、公益事業、法定外公共物、公共事業の代替地、狭小・不整形な土地で隣接者以外に
利用困難、貸付中の普通財産を従来から借り受けている者に売払う場合は、野田市財産
処分審査委員会を開催せず随意契約となる。財産を管理する所属部署は譲渡しようとす
る者または代理人からの申請を受け、審査決定後に普通財産に用途廃止し土地売買契約
書を締結する。 
普通財産との土地交換の場合は、等価交換で野田市財産処分審査委員会を開催せず随意
契約となる。財産を管理する所属部署は交換しようとする者または代理人から申請人所
有の交換対象地の公図、地積測量図、登記事項証明書等を添付した申請書を受け、審査決
定後に普通財産に用途廃止し土地交換の契約書を締結する。所有権移転は、嘱託で法務
局に手続する。 
なお、譲渡する財産の予定価格が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは
売払い（土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）は議会
の議決に付さなければならない。 

対 象 者 普通財産を譲渡及び交換する相手の者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （代理人                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 



目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



1101-005 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S44以前 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 普通財産の境界確定事務 

事 務 の 目 的 普通財産の境界が未確定または明確でない場合、測量し確定する。 

事 務 の 概 要 

公共施設管理課が普通財産の境界を確定させたい場合、隣接地の所有者を法務局から登
記事項証明書を収集し確認する。市または市が委託した測量会社が隣接地の所有者へ境
界立会を依頼する文書を郵送する。境界立会後、隣接地の所有者は境界に同意したこと
を証する書面に署名、押印し市に提出する。 
境界確定後、普通財産の地積更正、分筆が必要な場合は、用地課が嘱託で法務局に手続し
境界に同意したことを証する書面を添付して手続きする。 
普通財産との境界を確定したい場合、隣接地の所有者または代理人が公共施設管理課に
公図、実測図、登記事項証明書を添付し境界立会を申請する。境界立会後、市は境界に同
意したことを証する書面に押印し発行する。 

対 象 者 普通財産に隣接する土地の所有者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 ■ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

□       □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（法務局          ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （代理人                    ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



1101-006 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 

市長、教育委員会、選挙管理員会、監査
委員、公平委員会、農業委員会、固定資
産評価審査委員会、水道事業管理者、消
防長、議会、野田市土地開発公社 

届出部課等の名称 総務部公共施設管理課 

関係課等の名称 公共施設を管理する部署または行事を主催する部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S25.5.3 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 市民総合賠償に関する事務 

事 務 の 目 的 公共施設または主催した所属部署に過失がある事故の損害賠償交渉及び支払い。 

事 務 の 概 要 

公共施設管理部署または主催した部署の過失により人身の負傷または物体の損傷等の事
故が発生した場合、公共施設管理部署または主催した部署が相手方から情報を収集し示
談交渉をする。負傷の場合は診断書、医療費明細書、給与明細等を収集し、物体の損傷の
場合は写真をとる。賠償額が確定し交渉が成立すると示談書を締結する。事故に関する
相手方の情報、賠償額、示談書を保険会社に提供し保険金を請求する。公共施設管理部署
または主催した部署から相手方に指定された口座に賠償金を振り込む。医療費は医療機
関に振り込む。また保険会社から公共施設管理部署または主催した部署に保険金が振り
込まれる。最後に公共施設管理課が保険加入手続きを行っているため事故処理の報告を
受ける。 

対 象 者 市の過失で人身を負傷した者または損傷した物体の所有者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   □ 公的扶助 

■ 振込先口座 □      □      □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

□ 市の機関又は議会 （                   ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （医療機関                   ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 


